
豊中市教育・保育の質向上事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊中市内就学前施設における教育・保育の質向上を図ることを

目的に一般財団法人豊中こども財団が実施する事業に対する補助金（以下「補助

金」という。）の交付に関し、豊中市補助金等交付規則（昭和57年規則第15号、以

下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助金は、一般財団法人豊中こども財団が実施する豊中市内就学前施設におけ

る教育・保育の質向上に資する事業に係る経費のうち、次の各号に掲げるものであっ

て、市長が適当と認めるものについて交付する。 

(1) 会場利用料、会場設営費、講師謝礼、資料代、ポスター及びチラシの印刷代並

びに事務費 

(2) 前号に掲げるもののほか、教育・保育の質向上事業の実施のために市長が特に

必要と認める経費 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、前条に定める経費（参加費、受講料等の収入がある場合は、

当該金額を差し引いた額）を対象として、予算の範囲内において市長が定める額と

する。 

 

（交付の申込み） 

第４条 補助金の交付を申込もうとする者は、次に掲げる書類を添えて、豊中市教

育・保育の質向上事業補助金交付申込書（様式第１号）を、市長が定める期日まで

に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) その他参考となる書類 

 

（交付の決定） 

第５条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を

交付すべきものと認めたときは、交付決定をするものとする。この場合において、

補助金の額は、概算額を決定するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付決定にあたり、必要に応じて条件を付すことができる。 

 

（交付決定の通知） 

第６条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した



条件を当該申込者に対し補助金交付決定通知書（様式第２号）により通知するもの

とする。 

 

（交付の請求） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに補助金交付請

求書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第８条 市長は、前条の補助金の交付の請求があったときは、速やかに概算額を交付

する。 

 

（変更交付の申込み） 

第９条 補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、第４条の規定

による申込みの後、事業内容等に変更があったときは、補助金変更交付申込書（様

式第４号）を市長が定めた期日までに提出しなければならない。 

 

（変更交付の決定） 

第１０条 市長は、補助金の変更交付の申込みがあったときは、その内容を審査し、

補助金の額を変更する必要があると認めたときは、補助金の変更交付の決定をする

ものとする。 

 

（変更交付決定の通知） 

第１１条 市長は、前条の補助金の変更交付の決定をしたときは、速やかに、補助金 

 変更交付決定通知書（様式第５号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業実績報告書（様式第６号）を事業完了後速やか

に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。 

(1) 事業実績書 

(2) 収支決算書 

(3) その他参考となる書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容の審査及び

調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事業者に交付確定

通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 



第１４条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の全部若しくは一部を返還さ

せることができる。 

（１）補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。 

（２）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づ 

く市長の指示に違反したとき。 

（３）補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。 

（４）偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けたとき。 

 

（仕入控除）  

第１５条 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額があることが確定し

た場合には、様式第８号により速やかに、遅くとも補助事業完了日の

属する年度の翌々年度６月 30 日までに、市に報告しなければならな

い。期限までに報告がない場合においては、補助金に係る仕入控除税

額がないものとみなす。  

なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、

当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。  

 

（施行細目） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は，令和２年３月１８日から実施し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は，令和５年２月２８日から実施する。 

附 則 

この要綱は，令和６年３月１日から実施する。 

 

 

 

 

 


